
I 農業委員会の状況 (令和4年 4月 1日 現在 )

1 農業委員会の現在の体制

農業委員会名 : おいらせ町農業委員会

任期満了年月 日  令和7 今 3 月 31 日

定数 実数 ,旦 当区成ま

農地利用最il“化it委 員

令和4年度最適化活動の 目標の設定等

都道府県名

別紙様式 1

■森県

経

「

|lk(fせ体)

認定農業者 146

基本構想水準≡|11・ 者 26

認定新規就農者

農業参入法人 14

集落営晨逢‖

委嘱年月 曰 令和4年 4 月 1 ロ

農業委員

=数
農業委員数 19 19

10

2農家・農地等の概要

X の ス 」
「農業構造凱態調査」に基づいて

記入
の i= ス」ヌ

「湾業構造動態調査」こ基づいて

1己 ,、

×農業委員会調べ

単位:ha

及び 」に

農業者数(人 )

669

30〔)

工幹的農業従事者よ

116

経営体数

総農家数 547

:,98農業経営体数

計コ 畑

3.231耕地面積 1,680

定数

『

漂璽モ蒜
~

1集落■農組織

15 0



Ⅱ 最適化活動の目標

1 最適化活動の成果目標
(1)農地の集積

現

Xl

自標

う

×2鳴 也の集積」は.経営局長通知の別表1に掲げる者への農地の集積をいう

×3「集積面積」は.局長通知別表1に掲げる者^集積された農地の面積をいう(以 下同じ.)

ヨ状

直近の利用状況調査 |こ より判明した遣休農lLの状況

166 ha 04 ha 1656 ha

課題 1丼作条′■701良 好でなく,|「手′)希望に
`|わ

ない農 1也 が多い。

る農Щ集積主を証入

(2)遊 休農地の解消

(1)● 状及び課題

Tttt導1児
:[s,1]解

,肖n す|、 ´

分 1_ 日 |ま

,肖

5分の1の面積を記入

令f]3年度の利用状況調査におけるよ区分の遊休農地 165.6     1a

黄区分の近体晨地の解消
のための工程表の策定方

針

町部局薔問孫|11開 ど協議した上で.工程まの策定を,「 ●る。

b

イ

集積率(3)/い )これまでの集積面積(B)管内の農地面積 (A)

2,149 l)` %諷状
,,230 ha

農 1山 し''分散.耕作放東地の増加等つヽ集■を図を にで′i課題と4■,(いる.課題

集積率 90  %農地の集積¨ 標年度 令和12 年度

3.230   ha今年■の新規集積面積 51 ha 農地面積(C)

68.1  %2,200    ha
(目 凛)今 年度末σ,集●メ

、E)=(D)′′′(C)
今年度末の集積面積 (累 計)、 D)

04 ha令和3年度の利用状況調査における緑区分′,近

`^農

地面積

04 1lo緑区分の遊体震■の解消 目標面積

前年度|.勃五■'1■ た縁区分の近体■ 1し 解ヽ消
=標

面ヽ ha

665'十

`

晨地面

1号遊沐農地面積



(3)新規参入の促進
①現状及び課題

現状

令和テ年度新規参入者 令¬2年■ル|せ参入者 令和3年度新規参入者

1 経営体 l 経営体 経営体

1.63 la 1 11 h4 (28 11.t

課題
各種支援の制度周知や相談等の受入態勢を強化する等.若年者の就農意欲に訴ぇる工夫が必

要.

x■ .ま欄l:.直近3■■の新ヽ´入 1´ただ

「

■夕
'1当

該注目に ′

`営
面積●合計

'｀

漑地面積を記入

平均平成28i■ 平成29年度 平成30年度

128    1la 172     ha 93     ha 131     ha権利移針面積

新規参入者ヽ
`′

,貸付キ |こついて農地OF有者・ )同意を得た上で公表
―|る

農胤の面積
14.O   ha

Xl過去3年間の権利移動面積lt.農地法 (昭和27● :法■第229号 第`3条第11● |こ よつく計T及 で`農業経営基盤強化t進法

■1941■■づき
`ヽ

告された農,|,也利
"蝶

積計画 |「 よる権利移動面積 (有償所■tラ■ (所 有権|[■づいて耕作の事業|`供

t.モ i｀■t・'|こ 限る.'■●賃借龍の設定並びに利用権′)設定|こ 限る.)■言1人

※2 日標面積1す .,Π 去8¬ =度 の権利移動両積の F`均の1書 1以 Lを .L入

2最適化活動の活動日標
(1)推進委員等が最適化活動を行う曰数日標

1人 」tり の活動 口数 6   曰/月

最適化活動を′子う
農業姜■イ)人数

19 人

農地利用最道化推推委員の

人数
5 人

(2)活動強化月間の設定目標

活動強化月間の設定回数

取租時期 取組項 目 強化月閂の内容

8月 i↓ti体農地の解消 経過観察対象農地を含す濃 地パト.■ ―.|

9月 遊体農地′,解汗

`

B分類実態調査、非農地審査 (青地除く)

12月
農地の集積

遊休農地の解消
■農意向把握活動.炸休農地解消|こ l・IIⅢ句,声掛,1■ ひ集積に進活動強化

2月 農地の集積 人・農地プラン座談会′ヽの参コ]幌適化活動等に開する意 F.の 吸ぃ上げ)

Xl取
“

E唄 目 |ま .
′) 入 の

X2強化月間の内容欄|:.活動強化月間′`具体Fう な取[のに容を.[入

(3)新規参入相談会への参加目標

新■参ノ、|ビ 談会 、́の参力]同数

X 、相談会への参力0回 は.推進委員等が1名 以上参加する相

IH催 ||十期 未 定 IF談 会名 未 定

参加者致 1名 以上 開催場所 禾 定

相談会の,1,容 未 定

1判 件'■期 相議会_名

参力]者数 開催場所

相談会の内容

(参加者数によらギ.1名 以上が参′」「ァる新規参入相議会ごとに1回とする)

|_■ _■

11 回
|


